
令和 8年度 夏期短期留学 

裏面へ＞＞＞ 

2-a
令和 8 年度夏期短期留学 申込書類提出確認票（表紙） 

提 出 日：令和  年  月   日 

学籍番号：   氏  名：   

参加申込みする短期留学プログラム 

□オーストラリア、ロイヤルメルボルン工科大学（RMIT）短期留学

□アイルランド、ダブリンシティ大学(DCU)短期留学

□フィリピン、ラプラプセブ国際大学(LCIC)短期留学

□台湾、国立台湾師範大学(NTNU)短期留学

□ドイツ、ブレーメン大学(BU)短期留学

この「申込書類提出確認票」は、短期留学の申込みに必要な提出書類に不足が無いかを確
認しています。準備済みの書類にチェックをし、申込み書類と一緒にご提出ください。 

1．申込登録の確認（登録締切：4 月 30 日 16：00）

実施完了したら 
✓を入れる

サイト名称

□ 夏期短期留学参加 登録用フォームからの参加者登録 

□ 
ホームステイアンケートフォーム

(オーストラリア／アイルランド 短期留学参加者のみ)

2．全員必須の出願書類（国際交流課への提出締切：4 月 30 日 16：00） 

提出するものに 
✓を入れる

様式 書類名称 

□ 2-a 令和 8 年度夏期短期留学 申込書類提出確認票（この用紙） 

□ 2-b 國學院大學 短期留学に係る調査書（2 頁）捺印あり 

□ - パスポートコピー（A4 用紙にカラーコピー） 
※パスポートを持っていない場合は様式 3-a を提出

3．必要に応じて提出する書類（国際交流課への提出締切：4 月 30 日 16：00） 

提出するものに 
✓を入れる

様式 書類名称 

□ 3-a 國學院大學 短期留学パスポート取得予定届 
※パスポートを持っていない学生のみ提出



令和 8年度 夏期短期留学 
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4．授業スケジュールについて 

授業を履修している時限に✓をつけてください。 
国際交流課より留学申込に関する確認事項(書類不備等)がある際、授業のない時限に電話等
でご連絡をさせていただくことがあります。 
（国際交流課は 03-5466-0785／03-5778-7061 の番号より発信します）
R8 前期 月曜 火曜 水曜 木曜 金曜 土曜 

1 限 □ □ □ □ □ □

2 限 □ □ □ □ □ □

3 限 □ □ □ □ □ □

4 限 □ □ □ □ □ □

5 限 □ □ □ □ □ □

6 限 □ □ □ □ □ □ 

7 限 □ □ □ □ □ □ 

以上 

国際交流課使用欄
（受取り） 

I N IT H EM C NT ET 

受取日 令和 8 年   月   日 
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2-b 國學院大學 令和 8 年度夏期短期留学に係る調査書 

（短期留学参加申込みに際しての注意事項、健康調書並びに承諾書） 

短期留学に申し込む学生は、下記「1 注意事項」を理解し、「2 健康調書」「3 承諾事項」に必要事項を記入、捺印をし

て提出してください。記入に際しては、「鉛筆」、「消えるボールペン」の使用は不可です。 

１ 注意事項 

(1) 留学費用について

短期留学にかかる費用は、原則として全て自己負担となります。（想定される費用は、以下の①～⑥

のとおりです。）

① 渡航旅費（往復航空券等）

② 留学先教育機関の授業料

③ 留学先での宿泊費

④ 海外旅行傷害保険料（本学指定の保険に加入していただきます）

⑤ ビザ申請費

⑥ その他生活費等（課外活動参加費、食費、通信費、交通費、小遣い等）

全ての参加者に共通する費用のうち、まとめて支払いが可能な費用については、國學院大學が参加者か

ら「参加費」として預かり、留学先教育機関、担当旅行会社等に支払います。その他の費用は参加者各自が

支払います。 

(2) 短期留学の実施について

日本の外務省から発せられる海外安全情報に基づき、國學院大學は短期留学を中止することがあります。

(3) 留学のための事前オリエンテーションについて

留学参加準備を行う「事前オリエンテーション」は参加が必須です。各自スケジュールを調整し、必ず出

席してください。

(4) 個人情報の第三者提供について

國學院大學は、短期留学の留学先教育機関への入学手続き及び保険加入を目的として、留学参加者の

情報を関係諸機関に提供します。提供される情報は、国際交流課に提出された申込み書類に記載されてい

るすべての情報（住所、氏名、連絡先、パスポート情報、健康診断書の情報、アレルギー情報、機内食ア

レンジ要否情報等）のうち、留学派遣のために必要な情報です。提供先は留学先教育機関、担当旅行会

社、海外旅行保険会社代理店、及び危機管理サポート法人です。提供先機関の連絡先については、募集

要項で明示します。

(5) 健康診断について

健康診断が未受診の場合には留学に参加することができません。各年度 4 月に大学で実施する健康診

断を必ず受けてください。何らかの事情で受けられなかった場合は、保健室へ相談に行き、自己負担にて

健康診断を受診してください。

(6) 健康状態の確認について

留学の参加条件として心身ともに健康であることが求められます。健康診断、その後の問診や面談の結

果、留学参加が難しいと判断される場合には、申込み書類受領後及び派遣決定後に参加（派遣）取り止め

となることがあります。

２ 健康調書（チェック及び、必要に応じて記入をしてください） 

(1) 健康状態（身体面）について教えてください。現在治療中の疾病はありますか？(アレルギーを含む)

□健康である  □個別に相談したい  □下記の通り

（使用中の薬等、特記すべきことがあれば記入してください。必要があれば別紙を提出してください。）

(2) 健康状態（心理面）について教えてください。

□健康である  □個別に相談したい  □下記の通り

（使用中の薬等、特記すべきことがあれば記入してください。必要があれば別紙を提出してください。）
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(3) 面談希望

留学参加にあたり、主に健康面に関して学校医もしくは保健室スタッフ等との面談を希望しますか？

 面談希望  無 ・ 有  

 面談対応者   学校医 ・ 保健室スタッフ ・ 国際交流課員 ・ その他

(   ） 

 その他（   ）

３ 承諾事項 

(1) 1 頁目「1 注意事項」を読み、理解しました。

(2) この短期留学は任意参加であることを理解しました。

(3) 学部・学科の行事・授業予定を確認し、短期留学の参加により不都合が生じないことを確認したうえで、短

期留学参加を申し込んでいます。

(4) 留学中の生活は、日本での通常の生活とは様式も異なり、身体的・精神的に強い負荷がかかることがあるこ

とを理解しました。

(5) 現在治療中の疾患がある場合は、留学期間・留学先環境に耐えうる旨書かれた医師の診断書を提出しま

す。また、健康面、心理面で不安のある場合においても、担当医からの参加許可、承諾書が求められること

があることを理解しました。

(6) 國學院大學及び留学先教育機関教職員などからの支援は期待できるものの、短期留学中の私の身の安

全、経済的負担は、最終的に私が責を負います。

(7) 私に起因する、短期留学中に起こりうる滞在国・地域での法的、経済的負担については、私に責任がありま

す。また、私の都合で旅行日程の変更をしたことにより生じた費用は、私が負担する必要があります。

(8) 心身の健康状態、学修状況、生活状況等により留学が困難であると國學院大學が判断した場合、申込み

書類受領後及び派遣決定後に参加（派遣）取り止めとなることがあることを理解しました。

(9) 留学中、私は國學院大學の諸規則及び指導、留学先国・地域、教育機関の諸規則及び指導に従います。

また、これらの諸規則及び指導に私が反した場合、又は心身の健康状態、学修状況、生活状況等により留

学の継続が困難であると國學院大學が判断した場合、國學院大學の指示の下、留学を中止し、私の経済

的責任のもとに途中帰国します。

(10) 短期留学中の緊急を要する医療措置について、学生本人又は保証人による判断が不能な場合は、個人

的責任を負うことなく國學院大學教職員又は留学先教育機関教職員に決定を委ねます。その経緯、結果

について國學院大學及び大学関係者に責任を問いません。

(11) 留学前、留学中、及び留学後において、渡航先国・地域、及び日本における新型コロナウイルスの感染予

防（渡航先国・地域への入境時及び帰国時の隔離待機等）等に係る法的、経済的負担が生じた場合は、

すべて私が責を負います。

(12) 心身の健康状態、学修・生活状況、社会情勢の変化等により留学の中止が適当であると國學院大學が判

断した場合、自己都合により留学を中止した場合、又は本誓約書に記載された事項に違反した場合は、國

學院大學が支給する留学のための奨学金の支給停止を受けることがあることを理解しました。また、その結

果として生じるいかなる損害・損失についても、國學院大學に賠償や弁済等を請求しません。

日付：令和    年    月    日 

以上の承諾事項について、私は承諾しました。 

参加する留学プログラム：令和 8年度夏期短期留学 
□オーストラリア、ロイヤルメルボルン工科大学(RMIT)短期留学

□アイルランド、ダブリンシティ大学(DCU)短期留学

□フィリピン、ラプラプセブ国際大学(LCIC)短期留学

□台湾、国立台湾師範大学(NTNU)短期留学

□ドイツ、ブレーメン大学(BU)短期留学

学籍番号：   参加者署名 ○印

必ずご捺印ください
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国際交流課 御中 

令和 8 年夏期短期留学 パスポート取得予定届

 現在、短期留学参加に必要となる有効なパスポートを持っておりません。以下のスケジュ
ールで取得し、速やかに写しを提出いたします。 

申請予定日：  令和   年  月  日 

取得予定日： 令和   年  月  日 

申請都道府県：  
※パスポートコピーの提出期限は「5 月 25日」です。

この届の記入日： 令和   年  月  日 

参加する留学プログラム： 
令和 8年度夏期短期留学 

□オーストラリア、ロイヤルメルボルン工科大学（RMIT）短期留学
□アイルランド、ダブリンシティ大学(DCU)短期留学
□フィリピン、ラプラプセブ国際大学(LCIC)短期留学
□台湾、国立台湾師範大学(NTNU)短期留学
□ドイツ、ブレーメン大学(BU)短期留学

学籍番号： 

氏名  ： 

備考:パスポート取得方法は下記外務省ホームページを参照してください。 
https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/passport/index.html 

https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/passport/index.html


1-b
令和 8 年度夏期短期留学参加申込金 払込方法のご案内 

留学参加申込金として下記をお振込みください。 

＜全プログラム共通＞ 

金額 支払期限 

¥50,000 4 月 30 日(木) 

※納入後は「参加費支払い票」を保管しておいてください。

※参加費用残金の支払いの案内は、プログラム毎に別途送付されます。予定される参加費用残

金の金額は募集要項を参照してください。

A. 郵便局から振込みの場合
① 口座番号 00150-2-154868 

② 金 額 \50,000 

③ 加入者名 学校法人國學院大學 

④ 通 信 欄 

下記を記入してください。 

 留学プログラム名（「DCU短期留学」、「RMIT短期留学」、

「LCIC短期留学」、「NTNU短期留学」又は「BU短期留学」）

 留学参加学生氏名

⑤ ご依頼人 
「振込み依頼人」の住所、氏名と電話番号を記入して下さい。「振込み依頼

人」は留学参加者、ご家族のどちらでも結構です。

＜払込取扱票 記入例（郵便局からの振込みの場合）＞ 

B. 郵便局以外の金融機関から振込みの場合
下記にお振込みください。「振込み依頼人」は留学参加者、ご家族のどちらでも結構です。 

■銀行名 ゆうちょ銀行 ■預金種目 当座 

■金融機関コード ９９００ ■店名 〇一九 店（ゼロイチキユウ店） 

■店番 ０１９ ■口座番号 ０１５４８６８  

（口座名義: 学校法人國學院大學） 

ご不明な点がありましたら國學院大學国際交流課（03-5778-7061）までお問合せください。 
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